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軽自動車税（種別割）
のお知らせ

　軽自動車税(種別割）は、原動機付自転車、軽自
動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の
４月１日現在の所有者に課税されます。
　令和3年度の税額は次のとおりです。

【原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車】

【四輪以上及び三輪の軽自動車】
　最初（新車）の新規検査を受けた時期により、適用される税額が異なります。自動車検査証（車検証）の「初度検査
年月」でご確認ください。

【令和3年度グリーン化特例（軽課）】
　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規検査を受けた車両のうち、環境性能の優れたものについて
以下のように軽減されます。

車　種 区　分 年税額
2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
3,600円
2,400円
5,900円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

50ｃｃ以下
50ｃｃ超90ｃｃ以下
90ｃｃ超125ｃｃ以下
ミニカー
125ｃｃ超250ｃｃ以下
250ｃｃ超

農耕作業用自動車
その他のもの

原動機付自転車

小型特殊自動車

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車
二輪のけん引車

※1　軽自動車のグリーン化特例（重課）が適用されます。地球環境を保護する観点から、最初（新車）の新規検査から13年を経過した、環境負
荷の大きい四輪以上及び三輪の車両は、重課が適用されます。

※２　令和２年4月１日以降に最初（新車）の新規検査を受けた車両のうち、環境性能の優れたものについては、税額を軽減する特例措置（グリー
ン化特例（軽課））を適用します。下記を参照してください。

税　額

車　両　区　分 平成20年3月31日
までに新規検査を
受けた車両※１

平成20年4月1日から
平成27年3月31までに
新規検査を受けた車両

平成27年4月1日
以降に新規検査を
受けた車両※2

三　輪

四輪以上
軽自動車

乗　用

貨物用

自家用
営業用
自家用
営業用

3,000円
8,100円
5,200円
3,800円
2,900円

2,000円
5,400円
3,500円
2,500円
1,900円

1,000円
2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

グリーン化特例（軽課）適用車両
50％軽減75％軽減 25％軽減

車　両　区　分

三　輪

四輪以上
軽自動車

乗　用

貨物用

自家用
営業用
自家用
営業用

※町が自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要です。

軽自動車等の異動手続きはお早めに！
　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在
で軽自動車等を所有されている方に課税さ
れます。軽自動車等を譲渡、廃車、住所変更し
たときは、お早めに手続きを済ませてくださ
い。これらの手続きをしないと引き続き課税
されますので、必ず手続きをしてください。
詳しくは、右記へお問い合わせください。

税務課　　　27-0173

税務課　　　27-0173

●原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車
　（農耕作業用を含む）→税務課
●二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
　→中部運輸局岐阜運輸支局　 050-5540-2053
●軽自動車（三輪・四輪）
　→軽自動車検査協会岐阜事務所　 050-3816-1775

現在お持ちの国民健康保険証は
７月までお使いいただけます
　神戸町国民健康保険では、８月１日から国民健康
保険被保険者証と高齢受給者証を一体化します。こ
れに合わせ、従来は４月１日から１２か月間としてい
た保険証の有効期間を、今年度に限り、７月３１日ま
での１６か月間に延長して発行しています。
　そのため、従来は３月中旬に新しい保険証をお送
りしていましたが、今年は７月中旬にお送りします。
　現在の保険証を７月３１日（※）までお使いいただ
くことになりますので、有効期間終了前に誤って破

棄しないようご注意ください。
　以降は、毎年８月１日から12か月間を有効期間と
した保険証になります。
※令和３年７月３０日までに７５歳に到達する方は有効期
間が異なります。

お勤め先の健康保険等に加入された方
　国民健康保険の喪失の届出が必要になります。新たに加入した健康保険証・現在お持ちの国民健
康保険証・印鑑及び個人番号の分かるものをお持ちのうえ、住民保険課で手続きをしてください。

住民保険課　　　27-0174

保険証の有効期間

H31.4 R2.4 R3.8 R4.8  R5.8

現在お持ちの保険証
16ヶ月12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

　3月中旬に郵送する申請書に必要事項を記入
し、更新の手続きを行ってください。

　１月２４日に行われました第２０回岐阜県知事
選挙の投・開票結果についてお知らせします。
※（　）内は前回（平成２９年１月）の結果

当日有権者数
投票者数
投票率

１５，７６７名 （１６，１４４名）
８，４８９名　（６，５５０名）
５３．８４％　（４０．５７％）

投票総数
うち有効投票
　　無効投票

８，４８９票　（６，５５０票）
８，４３６票　（６，４５９票）
５３票 　　（９１票）

江崎禎英　候補
稲垣豊子　候補
新田雄司　候補
古田　肇　候補

有効投票数のうち、候補者別得票数
（立候補届出順）

３，７０３票
５６１票
２７９票

３，８９３票

福祉医療費受給者証の
更新のお知らせ

◆対象者
　・ 平成17年4月2日～
　　　平成18年4月1日生（新高校生世代）
　・ 平成26年4月2日～
　　　平成27年4月1日生（新小学1年生）
◆日時
　3月15日（月）～18日（木）   8：30～17：15
　　  19日（金）　　　　　　8：30～19：30
　　  21日（日）　　　　　　8：30～12：00
◆場所　住民保険課窓口
◆持ち物　
①申請書　②お子さまの保険証
③お子さま及び保護者の方の個人番号が分かるもの
④申請者の身分証（運転免許証等）
⑤印鑑（朱肉を使うもの）　⑥福祉医療費受給者証

住民保険課　　　27-0174選挙管理委員会　　　27-0171

岐阜県知事選挙結果


